




令和８年４月吉日 

 

「2026 年度版不動産取得税（県税）もお忘れなく!」の訂正ついて 

 

チラシ裏面「住宅と住宅用土地に係わる軽減措置について」の表上段「Ａ住宅についての

軽減措置」の住宅の床面積要件について、掲載内容に誤りがありましたので、下記のとおり

訂正させていただきます。 

 

記 

 

①特例適用住宅,②耐震基準適合既存住宅,③耐震基準不適合既存住宅について、全て同じ訂正となります。

 
（誤） ◆住宅の延床面積が 40㎡以上 240 ㎡以下のもの

 

（正）

◆住宅の延床面積が 40㎡以上 240 ㎡以下のもの（※） 

※令和８年３月 31日までの取得分については、住宅の延床面積が 50㎡（貸家

で共同住宅については 40㎡）以上 240 ㎡以下のもの。


